
　○　海上運送法に基づく行政処分等　（旅客船事業者） 四国運輸局

処分年月日 事業者名 本社所在地 処分等の種類 違反等の概要 命令又は指導の内容 当該警告により付された違反点数 当該事業者に付された累積違反点数

４７点 ４７点

①船舶所有者は、船員法第１１８条の４に基づき、旅客事業
用小型船舶の乗組員（当該船舶に乗り組ませようとする者を
含む。）について、特定教育訓練を実施すること。

②経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全
確保のため、船員法をはじめとする関係法令及び安全管理
規程の遵守と安全最優先の原則の徹底に主体的に関与し、
安全マネジメント態勢を適切に運営すること。

③安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係
法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管
理規程の遵守を確実にすること。

④運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運
航の管理その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を
統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保
を図ること。

⑤安全統括管理者又は運航管理者は、安全管理規程第２１
条に基づき、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞なく規
程の変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定し、届
け出ること。

 ⑥運航管理者は、安全管理規程第２３条第３項に基づき、旅
客事業用小型船舶の配乗計画を作成又は改定する場合は、
乗組員が船員法第１１８条の４の規定による特定教育訓練を
終了しているか等、その安全性を検討すること。

 ⑦運航管理者は、安全管理規程第３０条に基づき、乗船した
旅客数を必ず船長に連絡すること。

 ⑧船長は、安全管理規程第３１条に基づき、発航前検査を終
え出港するとき等は、必ず運航管理者に連絡すること。

 ⑨運航管理者は、安全管理規程第３３条並びに作業基準第
２条及び３条に基づき、陸上作業の体制を確保すること。

 ⑩陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、安全管理規程
第３５条並びに作業基準第１３条及び１５条に基づき、確実に
綱取作業及び係留作業並びに船内放送を実施すること。

 ⑪船長は、安全管理規程第３７条及び作業基準第１４条第１
項に基づき、「火災予防船内巡視実施要領」の定めるところ
により、船内巡視を実施させること。

 ⑫船長は、安全管理規程第３７条及び作業基準第１４条第３
項に基づき、船内巡視員に巡視結果を正確に記録させるこ
と。

 ⑬運航管理者は、安全管理規程第４２条に基づき、毎日１回
以上、陸上施設の点検を実施すること。
　

 ⑭安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５１
条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程（運航基準、作
業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む）、船
員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全
を確保するために必要と認められる事項について、理解しや
すい具体的な安全教育を定期的に実施すること。

 ⑮内部監査を行う者は、安全管理規程第５５条に基づき、経
営トップの支援を得て関係者とともに、年に１回以上、船舶及
び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、
安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査及び見直しを行
うこと。

令和8年1月13日 たどつ汽船（株）
香川県仲多度郡
多度津町

輸送の安全確保
命令

　たどつ汽船株式会社の旅客フェリー「新なぎさ２」につ
いて、法令違反が疑われる情報を入手した。
　これを受けて、海上運送法に基づく立入検査を実施し
たところ、船員法等に違反する事実が確認された。
　このため、令和８年１月１３日、四国運輸局は同者に
対し、「船舶所有者は、船員法第１１８条の４に基づき、
旅客事業用小型船舶の乗組員（当該船舶に乗り組ませ
ようとする者を含む。）について、特定教育訓練を実施
すること」を含む安全確保命令を行った。


